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平
成
二
十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
七
月
の
平
成
二
十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
成
立
か
ら
、
二
ヶ
月
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
震
災
後
半
年
を
迎
え
、
未

だ
被
災
地
の
状
況
は
改
善
し
て
い
な
い
。
第
二
次
補
正
予
算
は
約
二
兆
円
の
予
算
で
あ
る
が
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
等
関
係
経

費
と
二
重
債
務
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
関
係
、
地
方
交
付
税
交
付
金
が
主
で
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
本
格
的
な
、
復
旧
・
復
興

予
算
と
は
言
え
ず
、
一
刻
も
早
い
本
格
復
興
予
算
と
な
る
第
三
次
補
正
予
算
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
二
兆
円
の
第
二
次
補
正
予
算
の
中
で
異
様
な
状
態
で
あ
る
の
が
、
復
旧
・
復
興
予
備
費
と
し
て
計
上
さ
れ

た
八
千
億
円
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
第
二
次
補
正
予
算
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
巨
額
の
予
備
費
が
計
上
さ
れ
た
こ
と

自
体
、
こ
の
補
正
予
算
が
、
各
省
か
ら
の
予
算
要
求
項
目
を
積
み
上
げ
て
で
き
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

被
災
地
で
は
、
復
興
が
目
に
見
え
て
進
ん
で
い
る
状
態
と
は
程
遠
く
、
こ
の
予
備
費
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
分
野
で
執
行
さ

れ
て
い
る
の
か
に
疑
問
が
出
て
い
る
。
政
府
は
こ
の
第
二
次
補
正
予
算
が
確
実
に
執
行
さ
れ
、
二
兆
円
が
い
わ
ゆ
る
「
見
せ

金
」
で
な
い
こ
と
を
国
民
に
説
明
す
る
義
務
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

現
段
階
で
平
成
二
十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
復
旧
・
復
興
予
備
費
の
執
行
状
況
は
、
ど
の
よ

一



う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
分
野
に
ど
の
く
ら
い
の
予
算
が
配
分
さ
れ
、
ど
の
程
度
執
行
済
で
あ
る
の
か
、
ま
た

は
執
行
予
定
で
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


